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『会長挨拶』 

一般社団法人岐阜県損害保険代理業協会   えんどう  よしかつ 

会長 遠藤 昌克 
  

日に日に日差しの暖かさを感じ、岐阜市では例年より９日も早く桜の開花となり 

ました。このままだとこの代協ニュースが届くころには満開になっているかもしれ 

ません。いつごろからか入学式の頃が満開だったのが、最近は卒業式の頃が満開の 

時期となっています。温暖化の影響なのでしょう。４年ぶりの規制のない中での満 

開の桜、四季折々の自然が見られる日本で、特に春を感じる行事として親しまれて 

いる「お花見」、久しぶりの花見宴会があちらこちらで見られることでしょう。 

諸説ありますが、昔は花見といえば桜ではなく梅だったようです。平安時代から花 

見に桜を愛でるようになったらしく、時代が進むにつれ、花見を行う人や花見の内 

容が変化していったようです。私たちが行っている花見というのは、長い歴史の中 

で、その時代やその文化に合うよう様々に形を変えて今に至ります。そう考えると、少し感慨深いものがあ

ります。桜の下で宴会も良いですが、花見の歴史的な背景やルーツに想いをはせながら、しっとりと桜を鑑

賞するのも良いのではないでしょうか。 

 

さて、代協活動も年度末となります。３月１０日には日本代協臨時総会が開催され、終了後、全国会長懇

談会が開催されました。その中で３回目となる「金融庁保険課長との意見交換会」が行われました。今年は

あらかじめテーマを決めての開催でした。①手数料ポイント制度、代理店合併・統合、乗合承認、 他チャネ

ルとの競争上の課題その他、保険会社とのコミュニケーションの中で、抱えている課題について②業務品質

の高度化や顧客本位の業務運営の実践に向けた取り組み、工夫している点の披露 ③保険会社との連携で取

り組んでいる施策等の披露 ④金融庁への質問事項でした。各県からの質問事項に保険課長より一つ一つお

答えいただきました。詳細は追って議事録が開示されますので報告をさせていただきますが、印象に残った

内容を先に記させていただきます。 

『保険会社も１０年後は今のままだと思っていない、代理店も未来を考え、将来のマーケットデザインを築

いていくことが必要であり、代協としても議論していくことが必要である』との話を聞きました。大変重い

課題ですが、私たち代理店の未来も考えていかなくてはいけません。そのためにもこの代協での活動は大変

大事なことであると思います。一緒に考えていきましょう。 

 

目指せ「三冠王」もコンサルティングコース受講者数・ぼうさい探検隊・社労士診断認証制度宣言代理店

の３項目を達成しており、必須項目の仲間づくりもあと一歩のところまできました。今年は４冠、５冠を必

ずや達成できると信じています。最後までご協力をお願いいたします。 

４月に入れば、岐阜、西濃、中濃、東濃、飛騨、５支部すべての定時総会が順次行われ、久しぶりに規制の

ない開催になることと思います。私をはじめとした役員が各支部の総会に出席させていただきますのでよろ

しくお願いいたします。また、次年度の各支部の例会には私会長も時々出席できればと思っています。次年

度も感染対策は行いながらの活動をよろしくお願いいたします。 

 

１ｐ・・会長挨拶／目次                 ９ｐ・・『街道シリーズ』（郡上街道 5）松尾 一 
２ｐ・・スケジュール／事務局より         １０ｐ・・会員投稿 
３ｐ・・支部報告①                 １１ｐ・・提携事業者広告掲載① 
４ｐ・・支部報告②／委員会報告①         １２ｐ・・提携事業者広告掲載② 
５ｐ・・代理店紹介                １３ｐ・・提携事業者広告掲載③ 
６ｐ・・中さんの保険諸国慢遊記（202） ①     １４ｐ・・提携事業者広告掲載④ 
７ｐ・・   ～保険ジャーナリスト  ②     １５ｐ・・委員会報告②／編集後記 
８ｐ・・         中﨑章夫  ③  
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～事務局より ～   ★通常総会日程のお知らせ 

日本代協   ２０２３年 ６月１６日（金）  １０：００～  損保会館 

県 代 協   ２０２３年 ５月１７日（水） １３：３０～  長良川スポーツプラザ 

岐阜支部   ２０２３年 ４月２１日（金） １４：００～  メディアコスモス 

西濃支部   ２０２３年 ４月２１日（金） １４：００～  スイトピアセンター 

中濃支部   ２０２３年 ４月１４日（金） １７：３０～  昇月 

東濃支部   ２０２３年 ４月１３日（木） １１：００～  みわ屋 

飛騨支部   ２０２３年 ４月 ７日（金） １８：００～  まつ喜すし 

【正会員年会費振替のお知らせ】 

    ２０２３年 ４月 ２４日（月）に２０２３年度 第Ⅰ期の 

正会員年会費を指定口座より振り替えさせていただきますので 

よろしくお願い申し上げます。 

 

岐阜県代協事務局  TEL ： ０５８－３２９－００５０  

FAX ： ０５８－３２９－００４０ 

Ｅメールアドレス ： gfdaikyo@opal.ocn.ne.jp    （担当：小川百合子） 

 

 

 

 
 
 

～ ス ケ ジ ュ ー ル ～ 

  

日付 主催 行事・議題・内容など 開催場所 

２ １４ 火 中濃 例会（１０：３０～） 太田交流センター 

 １７ 金 岐阜 役員会（１４：００～） メディアコスモス 

 １７ 金 岐阜 支部セミナー（１５：００～） メディアコスモス 

 ２５ 土 広報機関誌 損害保険トータルプランナー広告掲載 中日新聞 

３ ８ 水 西濃 例会（１１：３０～） 五右衛門 

 ９ 木 東濃 例会（１１：３０～） みわ屋 

 １４ 火 中濃 例会（１０：３０～） 太田交流センター 

 １５ 水 企画環境 委員会（１１：００～） Web開催 

 ２０ 月 飛騨 役員会（１１：３０）  

 ２３ 木 ＣＳＲ 委員会（１４：００～） 岐阜県代協事務局 

４ ４ 火 県代協 理事会（１３：３０～） 瑞穂総合センター 

 ５ 水 西濃 例会（１１：３０～） 五右衛門 

 ７ 金 飛騨 支部総会（１８：００～） まつ喜すし 

 １３ 木 東濃 支部総会（１１：００～） みわ屋 

 １４ 金 中濃 支部総会（１7：3０～） 昇月 

 ２１ 金 岐阜 支部総会（１４：００～） メディアコスモス 

 ２１ 金 西濃 支部総会（１４：００～） スイトピアセンター 

 ２４ 月 県代協 【年会費振替】  

５ １７ 水 県代協 県総会（１３：３０～） 長良川スポーツプラザ 

６ １６ 金 日本代協 通常総会（１０：００～） 損保会館 
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【岐阜支部３月活動報告】 

 〇役員会開催報告 

開催日時 ： ２０２３年 ３月 ９日（木）１３：００～  開催場所 ： Web開催 

参加者数 ：９名                     報告者名 ： 棚橋 健久 

≪議題≫ 

① 連絡事項、委員会報告 

② 支部総会について・・4/21 メディアコスモスにて 総会記念セミナー 講師 中﨑章夫氏 

        ・役員一部改選案について 

  【西濃支部３月活動報告】 

〇西濃支部３月例会報告 

開催日時 ： ２０２３年 ３月 ８日（水）１１：３０～  開催場所 ： 大垣「五右衛門」 

参加者数 ： １４名                   報告者名 ： 中河 美智彦 

≪議題≫ 

①連絡事項 

・提携事業者（株）ファブリカコミュニケーションズ様よりキャンペーン協力依頼 

・4/21支部総会開催について・・既案内の通り 4/21開催する 

 懇親会は 18：00～別途会場にて開催。会場、会費については後日案内する 

②委員会報告 

・企画環境・・2/14委員会 Web開催（グーグルアンケート回答依頼） 

・広報機関誌・・2/25トータルプランナー中日新聞広告掲載 

・CSR・・3/23委員会開催予定、使用済み切手回収のお願い 

・組織・・仲間づくり取り組みのお願い（3月末までに１会員増強） 

③その他 

・県代協総会開催 5/17（火）13：30～ 長良川スポーツプラザ 

 

※次回例会 ２０２３年 ４月 ５日（水）１１：３０～ 大垣「五右衛門」にて 

【中濃支部３月活動報告】 

〇中濃支部３月例会報告 

開催日時 ： ２０２３年 ３月１４日（火）１０：３０～ 開催場所 ： 太田交流センター 

参加者数 ： １０名                  報告者名 ： 丸野 博文 

≪内容≫ 

・情報提供 保険会社、提携事業者 参加案内（各２名参加） 

・委員会報告・CSR・・サイバーリスクセミナーの検討中 

・組織・・仲間づくり取り組みのお願い 

     代協に加入していない代理店、モータース等に声かけ 

・その他情報交換・・孤独死関係の賠責と火災保険について 

          各自各保険会社の見解を確認（宿題） 

：・4/14中濃支部総会について   ４月１４日（金）総会 １７：３０～ 

                        懇親会 １８：００～ 料亭 昇月にて 

  ※次回例会は総会前に行います ２０２３年 ４月１４日（金） １７：３０～ 昇月にて 

 

 【東濃支部３月活動報告】 

〇東濃支部３月例会報告 

開催日時 ： ２０２３年 ３月 ９日（木）１１：３０～   開催場所 ： みわ屋 

参加者数 ： ９名                     報告者名 ： 田口 友喜 

≪内容≫ 

・情報提供 ファブリカニュースについて 
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・各委員会報告 

・その他情報交換 

・4/13東濃支部総会について 

※次回は総会となります ２０２３年４月１３日（木） １１：００～ みわ屋にて 

【飛騨支部３月活動報告】 

〇飛騨支部３月例会報告 

開催日時 ： ２０２３年 ３月 ８日（水）１１：３０～  開催場所 ： ひだホテルプラザ 

参加者数 ： ９名                    報告者名 ： 熊木 千夏 

≪内容≫ 

・地震保険キャンペーンのティッシュ配付 

・各委員会報告 

・なかまづくりキャンペーン呼びかけ 

・２０２３年度飛騨支部総会について・・・４月７日（金）まつ喜すしにて総会決定 

・２０２３年３月２０日（月）四役会を予定。（来年度に向けての総会資料作成等） 

 

※次回は総会となります ２０２３年４月７日（金） １８：００～ まつ喜すしにて 

                                               

 
委員会活動報告 

【教育委員会】 

〇損害保険プランナー・損害保険トータルプランナー資格更新および認定証について 

日本損害保険協会では、損害保険の募集に関する知識・業務のステップアップを目指すしくみと 

して、「損害保険大学課程」を実施されています。「損害保険大学課程」では、損害保険プランナー 

と損害保険トータルプランナーの２つのコースを設けられており、それぞれのコースの試験に合格

し、所定の要件を充たしたうえで認定申請した募集人を日本損害保険協会が損保大学課程の修了者 

として認定されます。この認定は両コースともに５年の更新制となります。現在、有資格者の会員 

の皆様はご自分の認定有効期限について今一度ご確認ください。 

   また、損害保険プランナーおよび損害保険トータルプランナーの皆様は PDF型（無料）と顔写真 

なしのカード型（有料 ※660円（税込・送料込））認定証を発行することができます。 

さらに損害保険トータルプランナーのみとなりますが、顔写真付き認定証（有料 ※880円（税込・

送料込））も販売しています。 

顔写真付き認定証の購入をご希望の方は、損害保険トータルプランナー専用ページ （認定取得後に 

付与される IDおよびパスワードが必要）からお申込みください。 

申込方法の詳細は、損害保険トータルプランナー専用ページ に掲載している「顔写真付き認定証申 

込の手引き」をご確認ください。 

なお、顔写真なしのカード型、顔写真付き認定証のいずれも、月末時点で入金確認ができたご注文

について、翌月中旬頃に発送されます。 

 

損害保険トータルプランナー専用ページは、実務で役立つ

参考資料やデータ集等、各種情報がご覧いただけますので

是非ともご活用ください。 

 

（日本損害保険協会 (sonpo.or.jp) より一部抜粋） 

 

 

  

https://www.sonpo.or.jp/
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東濃支部 office・保険トラスト株式会社 

 
＜代理店名＞ 

office・保険トラスト株式会社 

 

＜所在地＞ 

恵那市長島町正家 1067-246 

電話 0573-20-0237 

FAX 0573-25-7588 

 

＜代表者＞ 

代表取締役 小栗 誠 

 

＜スタッフ＞ 

 ３名 

 

＜取扱保険会社＞ 

あいおいニッセイ同和損害保険(株)、 

三井住友海上火災保険(株)           

 

＜略歴＞ 

昭和 53 年に前代表が開業 

後に有限会社サエキ 保険トラストと社名変更 

令和 5年 1月に社名、代表者変更し事務所移転 

 

 

＜事務所の環境＞ 

国道 19 号線中津川方面より中央高速道路ガードを潜り 

300ｍ下った国道沿いに事務所があります。 

 

 

＜経営理念＞ 

お客様の 安心 

お客様の 安全 

お客様の 信頼 
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中さんの保険諸国漫遊記（２０２） 

保険ジャーナリスト 中﨑 章夫 

  

業界風土改革へ態勢整備・業務品質の客観的点検が必要な時代に 

- 生保「認定代理店」公表の狙いと全代理店対象の認証の仕組みづくり 

 

◇三島でうなぎを食らい、伊豆長岡で語ろう会 

 久しぶりに３月４、５日、伊豆長岡温泉地での泊りがけでの会合に参加するため、新幹線で三島経由

で出かけた。実に４年ぶりにリアル開催の東京代協中央支部の語ろう会だ。それまでのほぼ毎年参加し

てきたがコロナで中断せざるを得なかった。三島に来たならうなぎの名店が多い、富士の伏流水、三島

の水が旨いうなぎの源とか。予約していた駅前のうなぎの坂東で、うなぎの白焼きと肝焼きを肴にビー

ルと磯自慢本醸造をいただき、そしてうな重、蒸して焼

く関東風だが、焼きは焦げ目がつく程しっかりなのは

境目の地域ゆえか。美味しかった。この後皆で歩いて、

源頼朝、北条政子ゆかりの三嶋大社に参拝、境内を散

策、梅や河津ザクラが満開だった。タクシーで、伊豆長

岡の狩野川沿い、霊峰富士が望める絶景地に移転・改装

となってからは初めての「富嶽はなぶさ」へ、１４人参

加で、ＡＩ・ＤＸなどニューテクノロジーで変貌する保

険業界、代理店ビジネスのあり方と代理店の役割につ

いて話をさせてもらった後、温泉につかり、食事をとり

ながらの懇親、そして部屋で車座でのざっくばらんな

語ろう会。やはりリアルな会合は良いものだ。 

 

◇金融庁、保険業界の風土変革求める 

 金融庁は、長年の営業至上主義できた保険業界（保険会社、営業職員、代理店）の抱える風土・体質

面に重大関心を示し、顧客本位の業務運営や企業・組織風土の抜本的改革を業界共通の問題として求め

てきている。 

 例えば、生保各社で相次いで発覚した、営業職員による金銭詐取事件について、金融庁は、顧客をだ

まし、金銭を詐取する営業職員を生保各社が野放していた実態は、「顧客本位の業務運営」とは真逆で

あり、金融庁は、これを単に個別生保（個社）の問題と見ずに、生保業界に共通の杜撰な営業職員管理

が招いた問題として厳しくコンプライアンス順守やリスク管理の高度化を求めていたが、生保協会は本

年２月１７日に「営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の更なる高度化にかかる着眼

点」をまとめている。 

 

◇生保乗り合い代理店の業務品質基準運営 

 金融庁はまた、比較推奨販売をする生保乗合代理店が手数料の高い商品を販売しているのではないか

との疑念を払しょくし顧客本位の業務運営に立った業務品質を確保するために、生保業界に働き掛け基

準作りを求め、生保協会が中心になり制度化した乗合代理店の業務品質評価基準運営も、２０２２年度

からスタート、１）顧客対応、２）アフターフォロー、３）個人情報保護、４）ガバナンスの４つの視

点から、基本項目１５０（法令で求められている対応など代理店として取り組むべき基本的な項目）、

応用項目６０（顧客本位の業務運営の観点から代理店が独自に取組んでいるより高度な項目）の合計２

１０項目につき、業務品質評価基準としてまとめ、代理店に自主点検を促すとともに、自己チェックに

より発覚した不十分な取組みについて、改善を行うことで業務品質の向上につなげることがねらいだ。 
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◇２０２２年度認定代理店４２社を公表 

 さらに希望により、調査を申し込むことができ、生保協

会として、客観的にチェックし、すべての項目をクリアし

た、４２代理店（受審は５４代理店）を認定代理店とした

ものだ。 

https://www.seiho.or.jp/quality/ 

 なお、代理店の調査申込は任意であり、すべての代理店

を調査しているわけではない。調査受審には初回３０万

円、３年ごとに更新１０万円の費用が掛かり、調査で問題

指摘箇所の改善対応や証跡資料の提出も大変だが、態勢

整備を進める代理店にとっては第３者機関からの客観的

なチェックによるサービス品質のお墨付き、認定代理店

にはシンボルマークの使用が認められ、自社のホームペ

ージや名刺、宣伝・広告用資料に当マークを使用することができる。 

 生保協会のホームページでの公表内容は消費者向けに行うもので、１）代理店名、２）代理店の基本

情報（代理店の概要、経営理念や方針、代理店の特徴）、３）代理店が特に力を入れている取組み（業

務品質向上に向けた取組み）、４）特筆すべき事項（顧客本位の業務運営の観点から代理店が独自に取

り組んでいる項目等）。 

 ２０２３年度の業務品質調査（定期・初回調査）の申込期間は３月６日から３月２４日となっている。 

 

◇受審動機は自社の業務品質の点検 

 今回認定された４２社の内訳をみると従業員３０００名の全国展開の大規模店から１０名未満の地

域展開の小規模店まで様々だ。このうち、地域で生損保専業で展開する２店舗、埼玉・杉戸の（株）エ

ムケーコンサルティング（従業員１７名、売り上げ１億８０００万円、損保１社、生保１３社、少短４

社、保険クリニック加盟店、損保と生保割合は８対２）と静岡・御殿場の（株）吉野エージェンシー（従

業員１２名、売り上げ１億２０００万円、損保９社、生保１３社、少短４社、損保と生保割合は１対１）

に受審した動機を聞く機会に恵まれたが、いずれも自社で試行錯誤しながら対応してきた態勢整備につ

いて客観的な機関からチェックをしてもらう事の重要性を上げていたことが大変興味深かった。またこ

れを機会に、生保各社ばらばらの代理店点検方式が標準化・統一される方向に向かうことを希望してい

た。 

今回、認定代理店表彰式に出た代理店の９割が受審動機を同じように自社の業務の点検としていた、と

いう。 

 

◇個人情報保護への対応、証跡資料作成 

 また、調査におけるチェックでは、問題となる項目の質問への対応、証跡（トレイル、証拠となる痕

跡、エビデンス）資料の作成・の提出が大変だったようだ。特に個人情報保護への対応が厳しかったよ

うで、すなわち、インシデント（情報漏洩など）につき、端末、USB などを使用した際のシステム操

作記録のログ管理で、いつ、だれが、どの端末で、どんなアプリケーションを操作したか、がわかるよ

うにシステムの改善が求められるからだ。システムの専門家に相談し、アドバイスをもらい具体的に問

題点の改善に素早く対応しなければならなかったからだ。このため、組織内で複数の担当者でプロジェ

クトチームを組み役割分担し、日業務をこなす傍ら対応しなければならなかったのが大変だったよう

だ。 

 

◇業務品質向上へ業界の風土改革につながる動きが加速 

 生保協会の今回の業務品質基準運営はまだ緒に就いたばかりで、対象代理店もきわめて限られてはい

るが、今後、消費者向けに、信頼の置ける第三者機関のチェックにより、自社の態勢整備の点検が必要

だと自覚し、サービス品質の向上に取り組む代理店が増え、業務品質の見える化が、浸透していけば、

業界全般に広がり、業界のイメージアップにつながる可能性もある。代理店や営業職員の業務品質評価

https://www.seiho.or.jp/quality/
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の動きは強まり、いずれ基準を共有できる業界になれば、乗合も専属も、顧客に信頼されるサービス品

質が問われることになる。こうした新たな明日に備えての対応が求められることになるといえそうだ。 

 

◇規模や形態にかかわらない基準の必要性 

 ただ、今回の生保協会の代理店業務品質調査の対象は、比較推奨販売をする生保乗合代理店に限られ

るため、損保系の代理店や専属代理店、金融機関代理店などが対象外となっている。 

 このような代理店でも自らの態勢整備に対する客観的なサービス品質チェックが今後求められてく

ることになるのではないか。 

 その場合、比較推奨販売をしない生損保を扱う代理店、乗合のみならず専属の代理店のサービス品質

をチェックしてもらう外部機関はないのだろうか？ 

 

◇生損保代理店の態勢整備のサービス品質基準 

 現在、保険代理店が提供するサービスの品質を継続的に向上させていくことを目的とする一般財団法

人保険代理店サービス品質管理機構（米山高生理事長）から日本規格協会の JSA-S1003 という生損保

代理店の態勢整備のサービス品質基準が提供されている。消費者のために保険代理店のベストプラクテ

ィスを継続して創出し、保険代理店の経営及び実務の目指すべき方向を示すことが狙いだ。こちらは保

険代理店の規模・形態を問わず登録が可能となっている。 

 １）JSA-S1003 目標宣言（無料）、２）JSA-S1003 活動実施（有料）、３）JSA-S1003 認証取得（有

料）、の３つが用意されており、今後の活用も期待されるところとなっており、すでに１）と、２）に

ついてはすでに参加代理店が出てきており、３）についても最終準備段階で認証スケジュール等の詳細

は近く公開されるとのことだ。https://jsa-s1003.or.jp/ 

 

（保険ジャーナリスト、inswatch 編集人） 

 

  

https://jsa-s1003.or.jp/
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『街道シリーズ』（郡上街道その 6） 

                                        松尾 一 

           津保川から「追分の道標」（関市）へ 

 

 郡上街道は、岐阜市芥見大退から長良川の支流、津保川を渡ると関市下白金に入ります。 

かつて、このあたりの津保川には牛子の渡しがあり、また、ここで、上流から流れていた材木がイカダに

組まれ、下流に流されていました。 

 津保川を渡った郡上街道は、下白金の長鉾神社の東あたりを抜け、上白金と進み、小金田中学校前の国道

156号「小屋名南」交差点へと至っていたようですが不明です。 

 また、江戸時代後期になると、牛子の渡しの上流、国道156号に掛かる小金田橋の上流で津保川を渡り、小

金田中学校の国道156号「小屋名南」交差点に至っていたといいます。 

 中山道の太田の渡しのように、川の流れに対応して渡し場が移動していたかもしれません。 

 いずれにしても、津保川あたりから小金田中学校の信号あたりまでの郡上街道のコースははっきりとして

いません。 

 この下白金、上白金とも旗本村瀬氏、幕府領、さらに岩村藩領と領主が変わっていた所でした。 

 さて、郡上街道は、国道156号「小屋名南」交差点から国道156号を左上、つまり北に離れ、小屋名を北上

し、円通寺の東側や小金田郵便局の東側を通り県道79号を渡り、こんどは東に向かい、現在の国道156号「小

屋名」交差点のやや北あたりに至っていました。ここには追分屋という雑貨店がありました。 

 ここが、江戸時代の郡上街道と飛騨西街道の分岐点、つ

まり追分で、さらにはここから西へ、西国三十三観音の満

願の札所、谷汲山華厳寺に向かう街道が分かれていまし

た。 

この追分屋があった交差点に、「追分の道標」があった

のですが、現在は、国道156号「小屋名」交差点の北東角

に移転しています。しかし、この交差点付近は、たびたび

道路が改修されており、この「追分の道標」はその都度、

位置を変えていたようです。 

「左郡上街道 上有知迄二里 八幡迄十里」「右飛騨街

道 関迄一里 高山迄三十里」などと刻まれている「追分

の道標」は、明治18年の建立です。 

      （追分の道標）          明治になると急速に道路の改修や鉄道が発展していきま

すが、この時代でも、人々が、江戸時代同様に街道を使っていたことがよく分かります。 

ところで、古代東山道の方県駅（岐阜市長良）から分岐して飛騨国府へ向かう飛騨路は、この交差点付近

では、おおむね、現在の県道79号や国道248号あたりを西から東へ通っていたと推定されています。 

小屋名は、中世にはバサラ大名で有名な佐々木道誉の領地で、江戸時代は旗本池田氏、そののち幕府領と

なっていました。 

郡上街道は、「追分の道標」から、まずは上有知（美濃市）へと向かいます。 

 

                                          （まつお・いち）ライフワークは民俗、地域史(近世交通史) 

                          著書は『岐阜地理・地名・地図の謎』(監修・実業之日本社)、『みのひだ雑学』(岐阜新聞社)など多数 
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会員投稿記事 

『 映える卒業証書 』 

 

３月に入り、気温が２０℃を超える暖かい春がやってきて、マスクをつけて過ごすのに暑さを 

感じるようになってきました。３月といえば、卒業シーズンですね。高校生や中学生の卒業生は 

入学した時からコロナ禍で、楽しみにしていた行事が中止になったり、友人との楽しいおしゃべ 

りも憚られたりと困難な３年間であったとも思いますが、この春からの新しい生活では今までよ 

りも少し制限が緩くなり、新しい出会いにも期待を持たれていると思います。 

 

さて、我が家の娘が通う小学校では、卒業式の日に校庭に設置した『特大卒業証書』を背に 

写真を撮ってもらい、「映える」記念に残してもらおうという試みを始めました。この３年間は 

学校で撮った写真はマスク姿ばかりだと思うので、ぜひマスクを取った満面の笑みで友達との 

思い出を作ってほしいと思います。 

（因みに、この原稿の執筆時は卒業式前ですが、当日は在校生のお父さん代表の一人として 

卒業生の門出の日を祝いながら頑張って設置作業してきます！ ） 

 

（西濃支部 (株)ＳＯＧＯ 小林 一嗣） 
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本 社： 岐阜市茜部中島2丁目66-6 電 話: 058-274-0110
Ｕ Ｒ Ｌ ： http://www.nihonguard.co.jp        ｅ-ｍａｉｌ ： eigyou@nihonguard.co.jp

安心を高齢者の皆様へ

ホームセキュリティの新提案
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【企画環境委員会】 

〇ホワイト企業を PRキャンペーン報告 

   代協ニュース２月号にて３月２０日までに申請延長への協力のお願いをさせていただきましたホワ

イト企業を PRキャンペーンですが、事業継続力強化計画認定制度認定代理店の最終的なご報告となり

ます。３月２０日までに新たに認定代理店確認が取れた代理店を掲載しております。ご確認いただ

き、認定されているのにお名前が掲載されていない場合は、企画環境委員、県代協事務局までお知ら

せください。（クオカードは３月末発送予定です） 

 

  ☆事業継続力強化計画認定制度認定代理店 

 

現在 42店→目標は 50店です   東濃支部 （株）Nisso保険事務所 

飛騨支部 （有）佛坂保険事務所 

事業継続力強化計画認定代理店は目標数５０店に対して現在４２代理店と残念ながら目標数に 

達しませんでした。ご協力ありがとうございました。 

（報告者 ： 企画環境委員長 井戸 貴之） 

【ＣＳＲ委員会】 

○第１回「長良川を美しくしよう運動」のご案内 

２０２３年度 長良川鵜飼開幕前の清掃ボランティア活動に参加いたします。 

ご協力をいただけますよう下記の通りご案内申し上げます。 

日  時 ： ２０２３年 ４月１６日（日） ７：００～ 

集合場所 ： 長良橋西側・右岸河川敷 インラインスケート場 

持 ち 物 ： 軍手、あれば火バサミ 

※小雨決行です。ご参加いただけます方は、県代協事務局までご連絡ください。 

また、予備日はありませんのでよろしくお願いいたします。 

 

                             （報告者 委員長 礒谷 宏） 

 
編集後記 

春の暖かさ少しずつ肌で感じとれる季節になり、出会いと別れの季節に 

なりましたね。 

私は 4人の子供達の卒業、入学を何度か経験し、コロナ禍での卒業式が 

少しずつ緩和され、合唱やクラス解散を目の前で見る事ができ、とても感 

動しました。 

そして、新しい生活のスタートが切れるのを楽しみにしています。           

（岐阜支部 後藤哲裕） 
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